
Inform
ation

暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
た

人
は
、
交
付
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
必

要
書
類
を
持
っ
て
市
民
課（
市
役
所
1

階
）で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類
＝
交
付
通
知
書
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
が

で
き
る
物（
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー

ト
な
ど
官
公
署
発
行
の
写
真
付
き
の

物
1
点
。
ま
た
は
保
険
証
、
年
金
手

帳
な
ど
2
点
）、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド（
持
っ
て
い
る
人
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
で
き
る
こ
と

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
と
本
人
確
認

が
同
時
に
行
え
る
公
的
な
身
分
証
明
書

と
し
て
利
用
で
き
る
ほ
か
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
た
電
子
証
明

書
で
次
の
よ
う
な
手
続
き
が
で
き
ま
す
。

◦
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
確
定
申
告
書
が

提
出
で
き
る
eイ
ー‐
Tタ
ッ
ク
ス
a
x
な
ど
の
利

用
◦
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や

イ
オ
ン（
成
田
店
を
含
む
一
部
店
舗
）

で
の
住
民
票
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、

戸
籍
謄（
抄
）本
・
戸
籍
の
附
票（
本

市
に
住
民
登
録
と
本
籍
が
あ
る
人
の

み
）な
ど
の
交
付

今
な
ら
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
お
得
に
利
用

で
き
ま
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
普
及
促
進

す
る
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
令
和

8
年
3
月
31
日
ま
で
コ
ン
ビ
ニ
交
付

サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
手
数
料
を
1
0
0

円
減
額
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

紛
失
し
た
時
は

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
な
く
し
た

時
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル（
1
0
1
2
0
‐
95
‐
0
1
7
8
）

に
一
時
停
止
の
連
絡
を
し
て
く
だ
さ
い
。

外
出
先
で
紛
失
し
た
場
合
は
警
察
へ
の

届
け
出
が
必
要
で
す
。
な
お
、
紛
失
や

損
傷
し
た
時
は
有
料
で
再
交
付
で
き
ま

す
。

区
・
自
治
会
・
サ
ー
ク
ル
な
ど
へ
の
出

張
申
請

　
地
域
の
集
会
施
設
な
ど
に
市
の
職
員

が
出
向
い
て
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

な
お
、
実
施
で
き
る
施
設
に
は
条
件
が

あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1�

5�

2�

5
）へ
。

農
地
の
転
用

許
可
や
届
け
出
が
必
要
で
す

　
農
地
の
転
用
に
つ
い
て
、
次
の
場
合

は
許
可
や
届
け
出
が
必
要
で
す
。

◦
宅
地
・
駐
車
場
・
資
材
置
き
場
な
ど

に
転
用
す
る

◦
埋
め
立
て
な
ど
、
一
時
的
に
農
地
以

外
の
用
途
で
使
用
す
る

　
違
反
者
に
は
県
と
農
業
委
員
会
が
工

事
の
中
止
、
農
地
へ
の
復
元
な
ど
の
勧

告
を
行
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
農
業
委
員
会
事
務
局

（
☎
20
‐
1
5
7
3
）へ
。

幼
児
教
育
・
保
育
の

無
償
化

利
用
料
の
一
部
を
支
給

　
市
で
は
、
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
や

認
可
外
保
育
施
設
な
ど
を
利
用
し
「
保

育
の
必
要
性
の
認
定
」
を
受
け
て
い
る

児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
利
用
料
の
一

部
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
利
用
料
＝
4
〜
6
月
分
の

利
用
料

請
求
書
配
布
場
所
＝
保
育
課（
市
役
所

2
階
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https: 

//w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

kosodate/page0135_00008.
htm
l

）

申
請
方
法
＝
7
月
31
日
㈪（
当
日
消
印

有
効
）ま
で
に
、
請
求
書
・
領
収
書
・

提
供
証
明
書
な
ど
の
必
要
書
類
を
直

接
ま
た
は
郵
送
で
保
育
課（
〒
2 

8 

6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0
）へ
。

窓
口
で
申
請
す
る
場
合
は
印
鑑
を

持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
6
0�

7
）へ
。

1
1
9
番
の
適
正
利
用

本
当
に
必
要
な
時
に

　
1
1
9
番
通
報
は
火
災
・
救
急
な
ど

の
緊
急
時
に
使
用
す
る
専
用
電
話
で
す
。

　
緊
急
性
が
な
い
連
絡
や
災
害
発
生
状

況
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
に
使
用
す
る
と
、

消
防
車
や
救
急
車
を
必
要
と
し
て
い
る

人
か
ら
の
通
報
が
遅
れ
る
恐
れ
が
あ
り

ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
災
害
発
生
状
況
は
、
ち
ば
消
防
共
同

指
令
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http: 

//business4.plala.or.jp/chiba 

119/w
eb/narita/annai.htm

l

）

ま
た
は
消
防
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス（
☎

24
‐
3
8
3
8
）で
確
認
で
き
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
指
揮
指
令
課（
☎
20
‐

1
5
9
3
）へ
。

介
護
保
険
負
担
割
合
証

7
月
14
日
に
発
送
し
ま
す

　
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い

る
人
な
ど
へ
、
8
月
か
ら
使
用
す
る
介

護
保
険
負
担
割
合
証
を
7
月
14
日
㈮
に

発
送
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
の
負
担
割
合
か
ら
変
更
と

な
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
必
ず
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
負
担
割
合
証
は
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
際
に
、
介
護
保
険
証
と

併
せ
て
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
施
設
な
ど

に
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課（
☎
20
‐

1
5
4
5
）へ
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

市
役
所
で
受
け
取
り
を
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

停
止
線
の
直
前
で
停
止
で
き
る
よ
う
な

速
度
で
進
行
し
、
横
断
し
よ
う
と
す
る

歩
行
者
な
ど
が
い
る
場
合
は
、
横
断
歩

道
の
手
前
で
一
時
停
止
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

介
護
保
険
料

期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
を

　
65
歳
以
上
で
介
護
保
険
料
を
納
付
書

や
口
座
振
替
で
納
付（
普
通
徴
収
）し
て

い
る
人
に
、
介
護
保
険
料
額
決
定
・
納

付
通
知
書
を
7
月
14
日
㈮
に
発
送
し
ま

す
。
同
封
の
納
付
書
は
金
融
機
関
や
郵

便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の

支
払
い
の
ほ
か
、
ペ
イ
ジ
ー
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
な
ど
で
の
支
払

い
に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

　
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
で
納
付

（
特
別
徴
収
）し
て
い
る
人
に
は
、
保
険

料
額
決
定
通
知
書
を
7
月
21
日
㈮
に
発

送
し
ま
す
。
前
年
に
年
金
か
ら
引
き
落

と
し
さ
れ
て
い
た
人
の
保
険
料
が
年
度

途
中
で
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
納
付

書
や
口
座
振
替
で
の
納
付
に
変
更
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
災
害
や
生
活
困
窮
な
ど
の
特

別
な
事
情
に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
時
に
は
、
保
険
料
の
徴
収
が
猶

予
さ
れ
た
り
、
減
額
・
免
除
さ
れ
た
り

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課（
☎
20
‐

1
5
4
5
）へ
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

納
付
方
法
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

　
令
和
5
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
は
、
前
年
度
と
同
じ
く
所
得
割
率

は
8
・
39
パ
ー
セ
ン
ト
、
均
等
割
額
は

4
万
3
、
4
0
0
円
で
す
。
7
月
に
発

送
す
る
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
確
認

し
て
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
発
送

　
納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付（
普
通

徴
収
）す
る
人
は
7
月
14
日
㈮
に
、
年

金
か
ら
の
引
き
落
と
し
で
納
付（
特
別

徴
収
）す
る
人
は
7
月
21
日
㈮
に
、
保

険
料
額
決
定
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　
納
付
方
法
は
、
年
金
の
受
給
額
や
資

格
の
取
得
時
期
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま

す
。
保
険
料
額
決
定
通
知
書
が
届
い
た

ら
、
自
分
が
ど
の
納
付
方
法
に
該
当
す

る
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
を
口
座
振
替

に
変
更
す
る
に
は

　
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
で
納
付
し

て
い
る
人
で
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

へ
変
更
を
希
望
す
る
人
は
、
金
融
機
関

で
口
座
振
替
の
手
続
き
を
行
っ
た
上
で
、

7
月
28
日
㈮
ま
で
に
印
鑑
と
引
き
落
と

し
口
座
が
分
か
る
物
を
持
っ
て
、
保
険

年
金
課（
市
役
所
1
階
）へ
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。
10
月
か
ら
年
金
の
引
き
落
と

し
が
停
止
さ
れ
、
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で

の
納
付
状
況
な
ど
か
ら
変
更
が
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
証
を
一
斉
に
更
新

　
保
険
証
を
8
月
1
日
㈫
に
更
新
し
ま

す
。
新
し
い
保
険
証
は
7
月
6
日
㈭
に

簡
易
書
留
で
発
送
し
ま
す
。

　
配
達
時
に
不
在
の
場
合
は
「
郵
便
物

等
ご
不
在
連
絡
票
」
が
投と
う

函か
ん

さ
れ
、
保

険
証
は
郵
便
局
で
1
週
間
保
管
さ
れ
ま

す
。
保
管
期
間
が
過
ぎ
た
後
は
保
険
年

金
課
で
保
管
し
ま
す
の
で
、
同
課（
☎

20
‐
1
5
4
7
）へ
連
絡
し
て
か
ら
受
け

取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
。
有
効
期
限
が

過
ぎ
た
保
険
証
は
個
人
情
報
に
注
意
し

て
廃
棄
す
る
か
、
次
の
場
所
に
あ
る
保

険
証
回
収
箱
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
証
回
収
箱
設
置
場
所
＝
保
険
年
金

課
、
下
総
・
大
栄
支
所

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

井
戸
の
衛
生
管
理

定
期
的
に
点
検
を

　
井
戸
の
衛
生
管
理
は
設
置
者
の
責
任

と
な
り
ま
す
の
で
、
次
の
こ
と
に
気
を

付
け
て
適
正
に
管
理
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
井
戸
や
そ
の
周
辺
は
定
期
的
に
掃

除
・
点
検
を
し
て
清
潔
に
保
つ

◦
井
戸
や
そ
の
周
辺
に
人
や
動
物
が
入

れ
な
い
よ
う
に
す
る

◦
定
期
的
に
水
質
検
査
を
受
け
る

◦
新
た
に
設
置
し
た
井
戸
も
飲
用
前
に

水
質
検
査
を
受
け
、
安
全
を
確
認
す

る
※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

夏
の
交
通
安
全
運
動

運
転
す
る
際
は
注
意
し
て

　
毎
年
7
月
10
日
〜
19
日
は
夏
の
交
通

安
全
運
動
期
間
で
す
。

　
重
点
目
標
は
次
の
通
り
で
す
。

◦
自
転
車
に
乗
る
際
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

用
と
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

◦
飲
酒
運
転
や
速
度
超
過
な
ど
の
悪

質
・
危
険
な
運
転
の
根
絶

◦
子
ど
も
や
高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る

歩
行
者
の
安
全
確
保

◦
後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の
座
席
の

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー

ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

ド
ラ
イ
バ
ー
の
義
務

　
車
両
に
は
、
交
差
点
や
横
断
歩
道
で

の
安
全
進
行
義
務
が
あ
り
ま
す
。
交
差

点
に
入
る
時
は
、
状
況
に
応
じ
て
安
全

な
速
度
と
方
法
で
進
行
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
横
断
歩
道
を
通
過
す
る
時
は
、

定例市議会で（9日）

2日 ZIPAIR（成田＝サンフランシス
コ線）就航記念式典

3日
中郷地区騒音対策協議会総会
スポーツ協会表彰式

4日 下総地区空港対策委員会総会

5日 JSBA全日本スノーボード選手
権大会優勝報告会

7日
議案運営委員会
定例記者会見

8日 成田法人会総会

9日
6月定例市議会開会（～28日）
全員協議会

10日 久住地区空港対策委員会総会

11日
遠山地区騒音対策委員会総会
スポーツ鬼ごっこ関東大会開
会式

12日 シルバー人材センター総会
13日 市議会一般質問（～16日）

6月1日㈭〜15日㈭

市長日誌
市長日誌は市ホームページでも公開しています

広報なりた 2023.7.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です広報なりた 2023.7.1　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です17



暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

有
効
）ま
で
に
縦
覧
場
所
に
あ
る
借

地
権
申
告
書
と
必
要
書
類
を
直
接
ま

た
は
郵
送
で
市
街
地
整
備
課（
〒
2 

8 

6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0
）へ

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
6�

1
）へ
。

路
上
の
看
板
な
ど

道
路
に
物
を
置
か
な
い
で

　
道
路
や
歩
道
に
看
板
・
商
品
・
の
ぼ

り
旗
・
植
木
鉢
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る

と
通
行
の
妨
げ
に
な
り
、
事
故
の
原
因

に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
安
全
に
通
行
で

き
る
よ
う
、
看
板
な
ど
は
敷
地
内
に
置

く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
道
路
管
理
課（
☎
20
‐

1
5
5
1
）へ
。

消
防
団
応
援
の
店

協
賛
店
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
市
で
は
、
地
域
の
た
め
に
活
動
し
て

い
る
消
防
団
員
を
応
援
す
る
た
め
、
利

用
証
を
提
示
し
た
消
防
団
員
と
そ
の
家

族
に
対
し
、
割
引
や
特
典
の
付
与
な
ど

の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
協
賛
店
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
、

協
賛
店
が
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き

節
水

限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に

　
夏
を
迎
え
、
水
の
使
用
量
が
増
え
る

季
節
に
な
り
ま
し
た
。
貴
重
な
資
源
を

守
る
た
め
に
節
水
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

◦
蛇
口
は
小
ま
め
に
閉
め
る

◦
洗
濯
な
ど
は
風
呂
の
残
り
湯
を
使
う

◦
歯
磨
き
は
コ
ッ
プ
を
使
っ
て
行
う

◦
洗
車
は
バ
ケ
ツ
を
使
っ
て
行
う

※
く
わ
し
く
は
水
道
部
業
務
課（
☎
‐

22
‐
0
2
6
9
）へ
。

不
動
ケ
岡
土
地
区
画

整
理
事
業

施
行
地
区
の
縦
覧

　
不
動
ケ
岡
地
区
の
一
部
で
、
組
合
に

よ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
が
計
画
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
施
行
地
区
と
な
る
区
域
を
、
次
の
通

り
縦
覧
し
ま
す
。
区
域
内
に
未
登
記
の

借
地
権
を
持
っ
て
い
る
人
は
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

日
時
＝
7
月
4
日
㈫
〜
18
日
㈫ 

午
前

9
時
〜
午
後
5
時

縦
覧
場
所
＝
市
街
地
整
備
課（
市
役
所

5
階
。
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
休
日

夜
間
受
付（
市
役
所
地
下
1
階
））

申
告
方
法
＝
8
月
4
日
㈮（
当
日
消
印

ま
す
。

　
ま
た
、
協
賛
店
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w
w
.city.narita.chib 

a.jp/anshin/page0155_00027.h 

tm
l

）で
公
開
し
ま
す
。

登
録
方
法
＝
消
防
総
務
課（
市
役
所
地

下
1
階
）ま
た
は
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
あ
る
申
請
書
を
直
接
・
郵
送
・
F 

A
X
・
E
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
で
消

防
総
務
課（
〒
2
8
6
‐
8
5
8
5 

花

崎
町
7
6
0 

F
A
X
24
‐
4
3
6
8 

E
メ
ー
ルshobo@

city.narita.c 

hiba.jp

）へ

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
9�

0
）へ
。

光
化
学
ス
モ
ッ
グ

注
意
報
が
発
令
さ
れ
た
ら

　
市
で
は
、
防
災
行
政
無
線
・
な
り
た

メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
で
光
化
学
ス

モ
ッ
グ
注
意
報
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

す
。
注
意
報
が
発
令
さ
れ
た
ら
屋
外
で

の
激
し
い
運
動
を
避
け
、
で
き
る
だ
け

外
に
出
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　
目
や
喉
が
痛
く
な
っ
た
り
息
が
し
づ

ら
く
な
っ
た
り
し
た
ら
、
き
れ
い
な
水

で
洗
眼
す
る
、
よ
く
う
が
い
を
す
る
、

涼
し
い
と
こ
ろ
で
安
静
に
す
る
な
ど
の

応
急
処
置
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
応
急
処
置
で
良
く
な
ら
な
い
時
は
、

医
師
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

下
水
道
使
用
人
数
の
変
更

井
戸
水
利
用
者
は
必
ず
手
続
き
を

　
井
戸
水
の
み
を
利
用
し
て
い
る
世
帯

の
下
水
道
使
用
水
量
は
、
1
カ
月
に
1

人
当
た
り
7
立
方
メ
ー
ト
ル
使
用
し
た

も
の
と
し
て
計
算
し
ま
す
。

　
上
水
道
と
井
戸
水
を
併
用
す
る
場
合

は
、
上
水
道
の
使
用
水
量
に
井
戸
水
分

と
し
て
1
カ
月
に
1
人
当
た
り
3
・
5

立
方
メ
ー
ト
ル
を
加
え
ま
す
。

　
転
居
な
ど
で
使
用
人
数
に
変
更
が
あ

る
場
合
は
、
下
水
道
課（
☎
20
‐
1 

5 

5 

3
）に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

固
定
資
産
税
に
関
す
る

証
明
書

本
人
確
認
書
類
を
持
参
し
て

　
固
定
資
産
税
に
関
す
る
証
明
書
を
窓

口
で
申
請
す
る
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
、
保
険
証

な
ど
の
公
的
機
関
が
発
行
し
た
本
人
確

認
書
類
を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
。

　
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
、
そ
の

ほ
か
に
委
任
状
が
必
要
で
す
。

申
請
で
き
る
人
＝
所
有
者
本
人
、
納
税

管
理
人
、
相
続
人（
相
続
を
証
明
す

る
戸
籍
謄
本
な
ど
が
必
要
）

申
請
場
所
＝
資
産
税
課（
市
役
所
2
階
）、

下
総
・
大
栄
支
所

※
郵
送
で
申
請
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
5
1�

4
）へ
。

家
屋
の
新
築
・
増
築
な
ど

資
産
税
課
へ
連
絡
を

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
1
月
1
日
現
在

の
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
の
所
有
者

に
、
都
市
計
画
税
は
市
街
化
区
域
内
の

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
家
屋
の
新
築
・
増
築
・
建
て
替

え
・
取
り
壊
し
・
用
途
や
名
義
の
変
更

な
ど
が
あ
る
場
合
は
、
資
産
税
課（
☎

20
‐
1
5
1
4
）へ
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。
事
務
所
を
居
宅
に
し
た
な
ど
の
用

途
の
変
更
は
現
地
確
認
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
未
登
記
家
屋
の
所
有
者
変
更

や
取
り
壊
し
の
場
合
は
、
届
け
出
が
な

い
と
翌
年
度
以
降
も
課
税
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
資
産
税
課
へ
。
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